
別表五の二（一）付表二 「連結子法人の株主等における帳簿価額修正額の
うちその連結子法人に係る部分の金額の計算に
関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、各連結子法人の当該連結事業年度末における連結個別利益積立金額又は当該事業

年度末における利益積立金額のうち、令第９条第１項第６号�利益積立金額�に定めるいわゆる投
資簿価修正の対象とされていないもの（修正未済額）を計算するために使用します。

�注 この明細書は、連結子法人に係るもののみを作成します。したがって、連結親法人に係るこの

明細書の作成は要しません。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人名を記載するとともに、かっこの中に

連結子法人名を記載します。

また、連結子法人が自己を分割法人とする分割型

分割を行った場合（法第１５条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度開始の日にその分割型分割を

行った場合を除きます。）のその分割型分割の日の

前日の属する事業年度又は法第４条の５第１項若し

くは第２項（同項第４号又は第５号に係る部分に限

ります。）の規定により法第４条の２の承認を取り

消された場合（法第１５条の２第１項に規定する連結

親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された

場合を除きます。）のその取り消された日の前日の

属する事業年度の確定申告をする場合には、その連

結子法人名を記載します。

「最終利益積立金額

２」

令第９条第４項第１号ロ�利益積立金額�に規定

する最終利益積立金額を記載します。

「前期までの修正額

５」

前期以前において、

平成１７年改正前の旧別

表五の二（一）付表の

「Ⅱ 連結子法人の株

主等における帳簿価額

修正額のうち当該連結

子法人に係る金額の計

算に関する明細書」の

「⑥」欄に金額の記載
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

がある場合には、その

金額を含めて計算しま

す。

「当期の修正額６」 その連結子法人の株主等である連結法人（その株

主等であった連結法人を含みます。）において、そ

の連結子法人の令第９条第３項第１号に掲げる金額

につき同項の規定の適用を受けた金額を記載しま

す。

連結子法人が平成１７

年３月３１日以後に解散

（合併による解散を除

きます。）をした場合

には、令第９条第５項

の規定により計算した

金額を記載します。

「
適
格
合
併
又
は
適
格
分
割
型
分
割
に
よ
る
調
整
額
の
計
算
」
の
各
欄

各欄共通 次に掲げる場合に記載します。

� 当期以前に自己を合併法人とする適格合併を

行った場合

� 当期以前に自己を分割法人又は分割承継法人と

する適格分割型分割を行った場合

平成１７年４月１日以

後に適格合併又は適格

分割型分割が行われる

場合に記載します。

「当期の適格合併

又は適格分割型分

割により引継ぎを

受けた最終利益積

立金額１５」

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。

� 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「４」欄の金額

� 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「２２」欄

の金額

「当期の適格合併

又は適格分割型分

割により引継ぎを

受けた既修正額

１９」

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。

� 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「９」欄の金額

� 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「２３」欄

の金額

―４１―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
」
の
各
欄

「
当
期
が
適
格
分
割
型
分
割
の
日
の
前
日
の
属
す
る
事
業

各欄共通 自己を分割法人とする適格分割型分割を行った場

合において、当期がその適格分割型分割の日の前日

の属する事業年度又は連結事業年度であるときに記

載します。

「分割移転割合２１」 令第９条第４項第２号イの分割移転割合（令第９

条第１項第１１号に規定する割合をいいます。）を記

載します。

令第９条第１項第１１

号に規定する割合と

は、分割法人の期末時

の資産の帳簿価額から

負債の帳簿価額を減算

した金額のうちに分割

法人の期末時の移転資

産の帳簿価額から移転

負債の帳簿価額を減算

した金額の占める割合

をいいます。

３ 根拠条文

法２十八、令９

―４２―
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